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１. 適用の範囲 
 

本要領は、内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省北海道開発局、地方整備局が管理

する一般国道に係る橋梁の鋼製橋脚隅角部疲労損傷の臨時点検に適用する。 

 
 
２. 点検の目的 
 

本要領に基づく点検は、鋼製橋脚隅角部の溶接部近傍における疲労損傷の発生の有

無を確認するとともに、発生していた場合にはその状況等、以後の追跡調査、補修・

補強方法の検討に必要なデータを記録することを目的とする。 

 
《 解説 》 
１．本要領に基づく点検は、鋼製橋脚隅角部の溶接近傍における疲労損傷の発生が報告された

ことを踏まえ、直轄国道における疲労損傷の発生の有無を早期に確認するために実施する臨

時点検であり、発生していた場合にはその状況等を適切に記録し、以後の追跡調査、補修・

補強方法の検討に必要なデータを記録することを目的としている。 
２．本要領の隅角部とは梁と柱との接合部をいい、外面に梁と柱の溶接線がある隅角部の端部

20～30cm の領域を隅角という（図解－3.1 参照）。 
 
 
 
 
 



 

- ２ - 

３．点検対象箇所 
 

点検の対象は、主として鋼製橋脚の隅角部の外面とする。対象となる鋼製橋脚の例

を図－3.1 に示す。 

 

Ｔ型橋脚二層ラーメン橋脚ラーメン橋脚  
 

図－3.1 点検対象の鋼製橋脚の例 

 
《 解説 》 
１．鋼製橋脚の隅角部における板組や溶接接合の方法は個々の橋脚毎に異なり、亀裂損傷が生

じる可能性についてもそれぞれ異なるため、検査対象部位については事前調査結果を検討し

て決定しなければならない。検査対象の鋼製橋脚隅角部、隅角の例を図解―3.1 に示す。 
２．既往の損傷事例によると、亀裂損傷は隅角部の外面に現れることが多いことから、本要領

では、はじめに鋼製橋脚の全隅角部の外面を対象に調査することとしている。しかし、亀裂

損傷が確認された場合には、原則として橋脚内面からも亀裂損傷の状況を点検するものとす

る。 
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Ａ Ｂ

DＣ

Ａ Ｂ Ａ

 
      ラーメン橋脚            二層ラーメン橋脚          T 型橋脚 

注）アルファベットは、橋脚における隅角部の識別記号である。 

起点側

終点側

隅角③

角柱

隅角④隅角②

隅角① 隅角③

円柱

起点側

隅角①

隅角②

終点側
隅角⑥

隅角⑤

隅角④

隅角⑧

隅角⑦

(1)T 型橋脚の隅角 

隅角①

隅角④

隅角②隅角②

隅角④

隅角③

隅角①

隅角③

 

（２）一層ラーメン橋脚の隅角              （３）二層ラーメン橋脚の隅角 

注）隅角の丸数字は、隅角部での隅角通し番号を示す。 
図解－３.１ 検査対象の鋼製橋脚隅角部、隅角の例 
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４．点検方法 
 

(1) 点検は表－4.1 の調査と検査により行う。 

表－4.1 点検の種別 

種 別 対象橋脚（箇所） 点検の方法 

事前調査 全橋脚（全隅角部） 
現地踏査及び竣工図等の図面に

よる書類調査 

目視検査 
全橋脚 

(全隅角部の溶接線全長)

表面亀裂の存在が疑われる塗膜

割れ等の変状及び溶接部の形状

や仕上げ状況を目視で調査 

(渦流探傷検

査) 
全橋脚(全隅角部の隅角)

塗膜の上から実施する渦流探傷

検査 

磁粉探傷検査 全橋脚(全隅角部の隅角)
対象部位の塗膜を除去して実施

する磁粉探傷検査 

 
(2) 点検のフローは、図―4.1 に示すとおりである。 

 

 
 

図－4.1 点検フロー 
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《 解説 》 
１．点検フローを図－4.1 に示した。隅角部に生じている亀裂損傷を確実に検出することが要

求されるため、外面の目視検査及び磁粉探傷検査を行うこととした。 
２．渦流探傷検査は、塗膜の除去を必要とせず検査時間も比較的短い非破壊検査で、迅速性、

経済性に優れる方法である。しかし、現在は、その探傷精度が確認されていない。このため、

今後の点検のあり方を検討する目的で、本臨時点検の緊急性を損なわないで期間内に機器と

人員を調達できる場合は渦流探傷検査を行うこととした。したがって、渦流探傷検査を実施

する箇所においてもすべて磁粉探傷試験を実施する。 
３．磁粉探傷検査において亀裂指示模様が見られた場合には、それが亀裂によるものかどうか

を見極める必要がある。例えばアンダーカットによって亀裂指示模様が現れる場合もあり、

このような場合には止端部を仕上げることで亀裂かどうか判断できることが多い。このよう

に亀裂の特定にあたって構造物本体に加工を行う場合には構造物に悪影響がないよう充分な

検討を行う必要がある。 
４．外面において亀裂が確認された場合には、物理的に橋脚内部に入れない場合等を除き、橋

脚内面も目視によって亀裂発生状況を確認するとともに、板組や溶接接合方法から亀裂が貫

通する危険性を有していると判断される場合には、橋脚内面からの磁粉探傷検査を行うこと

とした。 
５．本要領では、鋼製橋脚の表面に開口している亀裂損傷の有無の確認を行うとともに、発生

があった場合にはその状況等、以降の追跡調査、補修・補強方法の検討に必要なデータを記

録するまでを対象としており、亀裂損傷の原因の特定や進展性の評価等を行うために必要と

なる溶接部内部の調査等の詳細調査については、別途検討しなければならない。また、補

修・補強方法の決定やそれに必要となる調査についても本要領では定めていないため別途検

討する必要がある。 
６．現地踏査及び竣工図等の書類による事前調査により個々の鋼製橋脚の点検対象とする隅角

部の特定を行うが、このとき検査が不可能であることが判明した場合には、検査が不可能で

ある理由を付して事前調査結果（様式－１～４）のみ作成する。 
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５．事前調査 
 
(1) 事前調査として、現地踏査及び書類調査を行う。 
(2) 現地踏査は、表－5.1 の項目について行い、点検における仮設備計画を作成す

る。 
 

表－5.1 現地踏査項目 
路下の利用状況 
隅角部周辺の障害物の有無 
マンホール設置状況 

 
(3) 書類調査は、対象橋脚の竣工図等を調査し、隅角部に関する表－5.2 の項目につ

いて把握する。 
 

表－5.2 書類調査項目 
梁貫通・柱貫通の区分 

板組種別 
梁・柱の板組構造 

部材の板厚及び材質 部材の板厚及び材質 
脚長 
開先形状 
開先寸法（深さ・高さ） 
ルートフェイス量及びルートギャップ量 
完全溶け込み溶接、部分溶け込み溶接の別 

溶接種別及び寸法 

溶接の仕上げ指示 
施工業者・竣工年度 施工業者・竣工年度 

適用基準 適用された設計基準 
 
(4) 調査結果及び写真記録は、様式―１から様式ー４による。 
  

 
《 解説 》 
１．点検実施に際しては、事前に現地踏査を行い、対象橋脚直下の路下利用状況や周辺の道路

事情、並びに点検対象隅角部周囲の付属物あるいは添架物の設置状況などを調査し、点検が

可能であることを確認するとともに仮設備計画（高所作業車の選定、足場設置計画、交通規

制計画等）を作成する。このとき橋脚内面からの検査に必要となるマンホールの設置状況等

についても竣工図による調査とともに現地で確認する。 
２．隅角部において、疲労損傷の発生が予想されるのは、溶接部のルート、ビード上、ビード
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止端並びにその周辺の母材である。しかし、隅角部それぞれにおいて、その板組種別や使用

される母材の板厚並びに溶接の種類及びサイズが異なっており、しかも、その仕上げ状況に

よっては現地において溶接部の位置の特定が困難な場合も考えられる。したがって、疲労損

傷を見落とすことなく効率的に検査するためには、事前にこれら隅角部の構造を詳細に把握

しておくことが重要であるので、竣工図や製作図等により可能な範囲において調査すること

とした。 
３．書類調査において収集するデ一タは、本要領に示す点検のみならず、疲労損傷発生原因の

究明や疲労寿命予測、並びに当該隅角部の補修・補強方法の検討にとって貴重な資料となる

ものである。 
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６．目視検査 
 

(1) 目視検査は、塗膜われ、局部的な錆の発生及び溶接仕上げ状況について行う。 
(2) 目視検査の範囲は、隅角部の溶接線全長及びその周辺の母材とする。ただし、

隅角部の取付金具部等の疲労損傷の心配される溶接部が存在する場合は、適宜そ
の範囲を拡大する。 

(3) 目視検査の実施手順は、以下のとおりである。 
① 検査箇所の現状を、塗膜われの有無が分かるように写真撮影する。 
② 塗膜われが認められた場合は、油性マジックによりわれに沿ってマーキング
を行い、われの範囲（長さ）を直接当該部位に明示した上で写真撮影を行うと
ともに、われの発生位置、長さ及びその発生形態などを記録する。 

③ 局部的な錆についても同様に写真撮影を行い、発生位置、範囲などを記録す
る。 

④ 溶接部の状況については、ビード形状、のど厚及び余盛り量、仕上げの程
度、止端部の状態等について検査し、記録する。 

⑤ 検査結果及び写真記録は、様式－５及び６による。 

 
《 解説 》 
１．溶接部に開口した亀裂が存在すると、塗膜われや局部的な錆の発生などの変状が現れるこ

とが多く、目視検査ではこれらの表面亀裂の存在が疑われる表面の変状を肉眼で調査するも

のである。 

２．検査範囲は、隅角部の溶接線全長及びその周辺の母材としたが、以下のような場合には範

囲を広げて検査する必要がある。 

① 目視検査の対象とする範囲を越えて疲労損傷の発生が疑われる場合には、適宜検査範囲

を拡大する。 

② 図解－6.1 に示すように当該検査範囲周辺に疲労損傷の発生が心配される溶接部が存在

する場合は、その溶接部周辺についても検査対象範囲とする。これは、取付金具あるいは

それに類する付加物が隅角部に溶接されている場合やフィレットが設けられている場合は、

それらの先端付近に応力集中していることが考えられるためである。 

３．塗膜われ又は局部的な錆が認められた場合の記録は、図解―8.1 に準じて行う。 
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フィレット先端付近 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図解－６.１ 特殊な検査範囲の例 
 

４．溶接部の状況については、疲労損傷発生要因の究明や疲労寿命予測並びに補修・補強の検

討に際し参考となるので、図解－6.2 に示す位置ののど厚及び余盛り量を計測するとともに、

溶接部の仕上げの有無やその程度、ビード表面の凹凸等の形状、アンダーカットやオーバー

ラップなど止端部の状態等について記録する。なお、計測位置は、隅角部の溶接線において

亀裂が生じやすいと考えられる端部近傍で適宜設定する。また、今回の点検では後述の磁粉

探傷検査において塗膜を除去することから、この検査は、表面性状がより鮮明に観察できる

塗膜除去後に行うものとする。 

 

 
注：隅角部の溶接線端部から 50mm 程度の範囲で計測位置を設定 

図解－６.２ 溶接部ののど厚または余盛り量計測位置の例 

計測位置 計測位置 
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７．渦流探傷検査 
 

(1) 渦流探傷検査は、「人工欠陥対比試験体」を用いてシステムの性能を確認し、調
査職員の承諾を受けて行うものとする。 

(2) 渦流探傷検査の範囲は、隅角部の溶接部及びその周辺の母材とする。検査範囲
の例を、図解－7.1 に示す。ただし、ここに示す範囲を越えて亀裂損傷の発生が
疑われる場合は、適宜その範囲を拡大する。 

(3) 渦流探傷検査の実施手順は、以下のとおりである。 
① 検査範囲全面に対して漏れのないようセンサーを走査し、亀裂損傷が疑われ

る信号（欠陥指示信号という。）の有無を検査する。 

② 走査中の検出波形を記録する。 

③ 欠陥指示信号が認められた位置及び範囲（長さ）を油性マジックにて明示

し、写真撮影を行う。 

 当該個所の記録を行う。 

④ 検査結果及び写真の記録は、様式－５及び６による。 

(4) 使用したシステムの仕様及び検出波形の記録、整理は、任意の様式とする。 

 
《 解説 》 
１．渦流探傷検査に使用するシステムは、その良否が検査結果に大きな影響を与えること、ま

た、現在定まった規格が無いため、「人工欠陥対比試験体」による性能確認試験を行い、その

結果によってシステムの使用の承諾を行うこととした。 

  欠陥検出性能としては、人工欠陥長５㎜を欠陥として検出できる能力で行うこと。 

２．渦流探傷検査における標準的な検査範囲は図解－7.1 のように設定したが、以下のような

場合には、標準の検査範囲を越えて検査する必要がある。 

  ① 目視検査において塗膜われや局部的な錆の認められた個所。 

② 図解－6.1 に示すように当該検査範囲内周辺に亀裂損傷の発生が心配される溶接部が

存在する場合は、その溶接部周囲についても本検査の対象とする。 
③ 渦流探傷検査において欠陥指示信号がこの範囲を越えて出る場合は、欠陥指示信号が

無くなる範囲まで検査範囲を拡大するものとする。 
３．欠陥指示信号が認められた位置及び範囲（長さ）の記録は、図解―8.1 に準じて行う。 
４．渦流探傷検査では、その探傷精度を確認する目的で実施することから、使用した機器につ

いて記録するとともに、検出波形を記録することとした。記録した検出波形は、渦流探傷検

査における欠陥指示信号と磁粉探傷検査における亀裂との関係が分かるように整理し、提出

するものとする。このためには、システムとして、センサー走査の位置、その時の波形を再

現できる機能を有していることが必要となる。 

５．事前調査において溶接ビード幅が不明な場合は、ビード幅を溶接部板厚と仮定し検査範囲

を設定するものとする。 
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図解－７．１ 渦流探傷検査及び磁粉探傷検査範囲例 

（１） （２） （３） （４） （５） （６） 

（７） （８） （９） （１０） （１１）
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８．磁粉探傷検査 
 
(1) 磁粉探傷検査においては、以下の規格を適用するものとする。 

JIS G0565-1992 「鉄鋼材料の磁粉探傷試験方法及び磁粉模様の分類」 
(2) 磁粉探傷検査の範囲は、隅角部の溶接部及びその周辺の母材とする。検査範囲

の例を、図解－7.1 に示す。ただし、ここに示す範囲を越えて亀裂損傷の発生が疑
われる場合は、適宜その範囲を拡大する。 

(3) 磁粉探傷検査の実施手順は、以下のとおりである。 
① 検査対象箇所において、検査範囲＋約 20 ㎜程度の領域の塗膜をすべて除去

し、溶接形状や溶接仕上げ状況、塗膜剥離範囲を写真撮影する。 

② 塗膜を除去した範囲に対し、磁粉探傷検査を実施し、亀裂指示模様の有無を検

査する。 

③ 亀裂指示模様が認められた場合は、その状況を写真撮影する。 

亀裂指示模様の位置、長さ、方向、形態などを記録する(図解－8.1)。 

亀裂指示模様が不明確な場合は、適切な方法により亀裂かどうか確認するもの

とする。 

④ 亀裂ではなく、表面欠陥と思われる指示模様についても同様に写真撮影を行

い、その寸法、位置、形態などを記録する。 

⑤ 検査結果及び写真の記録は、様式－５及び６による。 

(4) 渦流探傷検査において欠陥指示信号が出ない個所に、磁粉探傷検査において亀

裂が発見された場合は、７．(4)の任意の様式に含めて記録を行う。 

 
《 解説 》 
１．磁粉探傷検査における標準的な検査の範囲は図解－7.1 のように設定したが、以下のよう

な場合には、標準の検査範囲を越えて検査する必要がある。 
① 目視検査において、塗膜われや局部的な錆の認められた個所。 

② 渦流探傷検査において、欠陥指示信号が出た個所。 

③ 図解－6.1 に示すように当該検査範囲内周辺に亀裂損傷の発生が心配される溶接部が

存在する場合は、その溶接部周囲についても本検査の対象とする。 

④ 磁粉探傷検査において、亀裂指示模様が図解－7.1 に示す検査範囲を越えて進展して

いる場合は、亀裂指示模様先端が確認出来る範囲まで塗膜を除去し、亀裂の発生状態を

正確に把握しなければならない。 

２．磁粉探傷検査に先立ち、検査箇所表面に付着している汚れや油並びに塗膜等を除去するな

ど、適切な方法による前処理を行わなければならない。 

３．亀裂指示模様の接写については、亀裂指示模様のサイズが確認できるようにスケールを設

置して撮影する。撮影にあたっては、亀裂指示模様の位置や寸法等の詳細が明確に判別でき

るように注意しなければならない。 

４．アンダーカット等亀裂以外の原因で亀裂指示模様が現れる場合などで亀裂か否かの判断が

できない場合があるが、このような場合にはグラインダーで止端部を削る等により亀裂であ
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るかどうかを確認する必要がある。 

５．事前調査において溶接ビード幅が不明な場合は、ビード幅を溶接部板厚と仮定し検査範囲

を設定するものとする。 

６．調査として渦流探傷検査を実施し、渦流探傷検査において欠陥指示信号が出なかったにも

かかわらず、磁粉探傷検査において亀裂が発見された場合は、７．解説４に記載のとおり、

十分な記録を残さなければならない。影響する要因として、渦流探傷検査システムの感度調

整、塗膜の仕様（種類、厚さ）等が考えられる。 

 



 

- １４ - 

基
準
に
な
る
面

8

16

10

5

29

基準になる面

溶接ビード

梁フランジ

柱フランジ

ウェブ

37

基
準

に
な
る

面

基準になる面

溶接ビード

メジャー

２０

１０

３０
４０

５０

０

柱フランジ

梁
フ
ラ
ン
ジ

ウェブ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（注） 
① 亀裂指示模様の位置、形状・サイズはスケッチで記入する。 

② 亀裂指示模様の位置・サイズは部材端面を基準面とし測定する。 

③ 亀裂指示模様の位置の単位は mm で記入する。 

④ 溶接形状及び溶接ビード幅、のど厚及び余盛りを測定する。測定位置は、亀裂指示

模様の中間付近等、適時設定する。 

 
図解－８．１ 亀裂指示模様の記入例

9

ビ ー ド 幅：10 

の ど 厚：５ 
余 盛 り：２ 

ビ ー ド 幅：12 

の ど 厚： 5 

余 盛 り： 1 
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９．検査箇所の養生 
 

(1) 磁粉探傷試験を終了した後は、磁粉の除去を行い、以後の処理に応じて以下に

示す防錆処理を行うものとする。 
① 検査を終了する場合 

      所定の塗装を行う。 
② 補修又は追跡して調査を行う場合 

      粘着テープなどにより応急的防錆処理を行う。 
(2) 養生の状況を写真撮影し、様式―６に記録する。 

 
《 解説 》 
１．磁粉探傷検査終了後は、磁粉除去を行い、検査面の防錆処理を行わなければならない。し

かし、本点検後の処置に応じて当該部位を追跡して検査する場合があるため、後処理の方法

は以下のとおり区分して行う。 

① 検査の結果、亀裂等が確認されず検査を終了する場合は、所定の仕様による塗装を行

う。 

② 検査の結果、亀裂等が確認され、追跡して検査を行うか補修・補強を行う必要がある

と判定された場合又はその恐れがある場合は、粘着テープなどにより応急的な防錆処理

を行う。 

 
 
１０．点検結果の記録 
 
(1) 事前調査については、以下の項目について記録する。 

① 鋼製橋脚隅角部台帳（様式－１～３） 

② 現況写真（様式－４） 
(2) 目視検査、渦流探傷検査、磁粉探傷検査結果については、以下の項目について
記録する。 

① 点検記録（一覧表）（様式－５） 
② 点検記録（点検記録写真）（様式―６） 
③ 渦流探傷検査システム及び検出波形等 （任意様式） 
 

 
《 解説 》 
１．様式－１には、以下の項目を記入する。 

① 整備局名、事務所名、出張所名、路線名、現旧区分、整理番号１（MICHI）、橋梁名、

橋脚番号、構造形式、完成年月、設計基準、製造施工会社、調査年月日、隅角総数 

② 橋梁一般図（点検対象橋脚、隅角部の明示） 

２．様式－２には、以下の項目を記入する。 
① 様式―１の①に同じ。 
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② 隅角部構造詳細図 

③ マンホールの位置 

④ 路下の利用状況 

⑤ 隅角部障害物の有無 

⑥ 点検が不可能な隅角については、その理由 

３．様式－３には、以下の項目を記入する。 
① 様式―１の①に同じ。 

② 隅角部板組み概略図（溶接形状寸法、材質、板厚を明示） 

注）隅角部構造詳細図が無い場合は、現地踏査により作成する。 
４．様式－４には、以下の項目を記入及び写真添付する。 

① 橋脚の全景、路下の状況がわかる写真 

② 点検状況写真（高所作業車、足場、等） 

  ③ 隅角部の障害物の状況がわかる写真（該当する場合） 

５．様式－５には、橋脚の検査結果を一覧表にまとめる。 
６．様式－６には、以下の項目を記入及び写真添付する。 

① 各検査の範囲 

② 各検査の検査結果写真 

③ 各検査において亀裂等が発見された場合はそのスケッチ 

注：取付金具部等の特殊な検査対象がある場合にはその検査結果も記入する。 

④ 養生写真 

７．様式の整理は、次を基本とする。 

・ 様式―１（１橋脚で１枚） 
・ 様式―２、様式―３（１番目の隅角部） 
・ 様式―２、様式―３（２番目の隅角部） 
・ ‥‥ 
・ 様式－４（１橋脚で１式） 
・ 様式―５（１橋脚で１式） 
・ 様式―６（１番目の隅角） 
・ 様式―６（２番目の隅角） 
・ ‥‥ 
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１１．実施体制 
 
１１．１ 人員配置 

点検は、点検員、検査技術者、点検補助員等で構成し、適切な人員を配置する。  
 
《 解説 》 
１．点検の実施体制は、点検を総括する点検員１名、補助する点検補助員、資格を有する各種

検査を実施する検査技術者等で構成し、橋脚の立地条件や交通状況等に応じて、高所作業車

運転員及び交通整理員を実施体制に加えるものとする。 
 
 
１１．２ 点検員 

点検員は、橋梁に関する専門的技術を十分に有する者とする。 

 
《 解説 》 
１．本点検は疲労損傷に関する専門的知識を必要とするため、点検員は橋梁に関する計画、設

計、施工や維持管理等の専門的技術を有する者でなければならないこととした。 
２．業務委託により点検を行う場合の点検員は、橋梁点検要領(案)を準用し、以下に示すいず

れかの実務経験を有することが望ましい。 
① 大学卒業後５年以上の橋梁に関する実務経験を有する者 
② 短大・高専卒業後８年以上の橋梁に関する実務経験を有する者 

③ 高校卒業後１１年以上の橋梁に関する実務経験を有する者 
④ 前３項と同等以上の能力を有する者 

 
 
１１．３ 渦流探傷試験及び磁粉探傷試験の検査技術者 

渦流探傷試験及び磁粉探傷試験は、（社）日本非破壊検査協会（NDIS-0601）の非

破壊検査技量認定技術者、認定部門２種以上の技術者が行う。 

 
《 解説 》 
１．渦流探傷検査及び磁粉探傷検査の技術者の資格要件として、社団法人日本非破壊検査協会

が認定するそれぞれの部門における２種以上の資格を有することとした。しかし、検査の結

果は検査技術者の知識、技量、判断によるところが大きいので、その資格を満たすとともに、

鋼製橋脚隅角部の亀裂損傷に関する十分な知識と実務経験を有する者とすることが望ましい。 



（様式－１）
整備局 出張所名 現旧区分
橋梁名 橋脚番号 完成年月 設計基準 調査年月日 隅角総数

橋梁一般図 (橋梁路線図における橋脚の位置等）

路線名
製作施工業者

鋼製橋脚隅角部台帳（その１）

構造形式
事務所名 整理番号1
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（様式－２）
整備局 出張所名 現旧区分
橋梁名 橋脚番号 完成年月 設計基準 調査年月日 隅角総数

鋼製橋脚隅角部台帳（その２）

構造形式
事務所名 整理番号1路線名

製作施工業者
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（様式－３）
整備局 出張所名 現旧区分
橋梁名 橋脚番号 完成年月 設計基準 調査年月日 隅角総数

注）隅角部の詳細図が無い場合は、溶接線の位置が分かるように板組み概略図と同様なスケッチをする。

鋼製橋脚隅角部台帳（その３）

構造形式
事務所名 整理番号1路線名

製作施工業者
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特記事項

（様式－４）

特記事項

特記事項

　　　　　　　　　現況写真

橋梁名 橋脚番号
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橋脚番号

備考

mm mm mm mm

mm mm mm mm

ビード形状

止 端 部

目
視
検
査

塗 膜 わ れ

局 所 錆

（様式－５）

橋梁名

　　　　　　　　　点検記録（一覧表）

検査

検査結果一覧表

磁 粉 探 傷 検 査

仕 上 げ

の ど 厚

余 盛 り 量

結果

過 流 探 傷 検 査

溶
接
仕
上
げ
状
況
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橋脚番号 点検位置橋梁名

（様式－６）　　　　　　　　点検記録
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（参考資料） 

 
 

点検結果の記録記載例 

 
 

様式－１  鋼製橋脚隅角部台帳（その１） 
様式－２  鋼製橋脚隅角部台帳（その２） 
様式－３  鋼製橋脚隅角部台帳（その３） 
様式－４  現況写真 
様式－５  点検記録（一覧表） 
様式－６  点検記録（点検記録写真） 

 



（様式－１）
整備局 出張所名 現旧区分 現
橋梁名 橋脚番号 P4 ﾗｰﾒﾝ橋脚 完成年月 設計基準 調査年月日 隅角総数 4

橋梁一般図 (橋梁路線図における橋脚の位置等）

平成○○年○○月○○日
路線名 一般国道○号

昭和○○年 製作施工業者 ○○○○株式会社

鋼製橋脚隅角部台帳（その１）

○○○○橋 構造形式
○○出張所事務所名 ○○○○工事事務所○○地方整備局

昭和○○年○○月
○○○○○整理番号1

点検対象橋脚

隅角部－Ａ 隅角部－Ｂ
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（様式－２）
整備局 出張所名 現旧区分 現
橋梁名 橋脚番号 P4 ﾗｰﾒﾝ橋脚 完成年月 設計基準 調査年月日 隅角総数 2

隅角部Ａ構造詳細図（隅角部Ｂも同じ）

鋼製橋脚隅角部台帳（その２）

○○○○橋 構造形式
○○出張所事務所名 ○○○○工事事務所○○地方整備局

昭和○○年○○月
○○○○○整理番号1

平成○○年○○月○○日
路線名 一般国道○号

昭和○○年 製作施工業者 ○○○○株式会社

・マンホールの位置：柱側面、梁側面２箇所
　（現地調査において図面位置どおりを確認）
・路下の利用状況：交差点部
・隅角部障害物の有無：無し

・点検が不可能な隅角についての理由：
例示
・床版、高欄が隅角部まで打ち下ろしている
・中詰めされかつ他企業の壁外装板等で覆われている
・中詰めしてある地中梁の隅角部

マンホール

マンホール
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（様式－３）
整備局 出張所名 現旧区分 現
橋梁名 橋脚番号 P4 ﾗｰﾒﾝ橋脚 完成年月 設計基準 調査年月日 隅角総数 4

注）隅角部の詳細図が無い場合は、溶接線の位置が分かるように板組み概略図と同様なスケッチをする。

鋼製橋脚隅角部台帳（その３）

○○○○橋 構造形式
○○出張所事務所名 ○○○○工事事務所○○地方整備局

昭和○○年○○月
○○○○○整理番号1

平成○○年○○月○○日
路線名 一般国道○号

昭和○○年 製作施工業者 ○○○○株式会社

隅角部－Ａ 隅角部－Ｂ

隅角①

隅角②

鋼材の材質：ＳＳ４００

隅角部－Ａ　板組み概略図

隅角④

隅角③

隅角部－Ｂ　板組み概略図

溶接形状寸法、板厚は、隅角部Ａに同じ。

溶接方法不明
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点検橋脚全景

起点側から撮影

点検橋脚全景

該当写真なし

点検橋脚全景

特記事項

該当写真なし

該当写真なし

路下の使用状況

（様式－４）

特記事項

終点側から撮影

特記事項

　　　　　　　　　現況写真

○○○○橋橋梁名 橋脚番号 Ｐ４

- 28 - （様式１～３とは別の例である）



該当写真なし

特記事項

特記事項

特記事項

高所作業車使用

（様式－４）

橋梁名 Ｐ４

点検状況

　　　　　　　　　現況写真

○○○○橋 橋脚番号

- 29 - （様式１～３とは別の例である）



橋脚番号

備考

隅角① 隅角② 隅角③ 隅角④

亀裂87㎜ 無 無 無

有 無 無 無

無 無 無 無

○mm ○mm ○mm ○mm

○mm ○mm ○mm ○mm

異常無し 異常無し 異常無し 異常無し

異常無し 異常無し 異常無し 異常無し

亀裂92㎜ 無 無 亀裂20㎜

亀裂97㎜ 無 無 無

隅角④はグライン
ダーによりアンダー
カット仕上げ
→　亀裂でない。

ビード形状

止 端 部

隅角番号

目
視
検
査

塗 膜 わ れ

局 所 錆

（様式－５）

Ｐ４橋梁名 ○○○○橋

　　　　　　　　　点検記録（一覧表）

検査

検査結果一覧表

磁 粉 探 傷 検 査

仕 上 げ

の ど 厚

余 盛 り 量

結果

過 流 探 傷 検 査

溶
接
仕
上
げ
状
況

- 30 - （様式－１～３、４とは別の例である）



橋脚番号 Ｐ４

目視検査範囲

塗膜割れ：有・無
局部的な錆：有・無

溶接仕上げ：有・無
のど厚：4mm
余盛量： -
ビード形状および

止端部の状態
：異常なし

目視検査

あり ○
なし ---
不明 ---

あり ○
なし ---
不明 ---

目視検査

橋梁名

（様式－６）　　　　　　　　点検記録

○○○○橋 隅角①点検位置

塗膜割れ

亀裂（目視による）

（調査箇所近影）

- ３４ - （様式１～４とは別の例である）



橋脚番号 Ｐ４

目視検査

亀裂延長87mm

あり ○
なし ---

亀裂延長92mm

検査範囲：

（スケッチ）

亀裂の有無

過流探傷検査

過流探傷検査

特記事項

（スケッチ）

図解－7.1(2)のとおり

隅角①橋梁名

（様式－６）　　　　　　点検記録

点検位置○○○○橋

ＥＴ結果

- 35 - （様式１～４とは別の例である）



橋脚番号 Ｐ４

磁粉探傷検査

磁粉探傷検査

あり ○
なし ---

磁粉探傷検査

亀裂延長97mm

（スケッチ）

ビード仕上げ無し

溶接仕上げ状況

ＭＴ結果

検査範囲：
図解－7.1(2)のとおり

特記事項

（塗膜除去）

（亀裂指示模様）

（様式－６）

橋梁名

　　　　　　点検記録

点検位置○○○○橋 隅角①

亀裂の有無

- 36 - （様式１～４とは別の例である）



橋脚番号 Ｐ４

検査箇所の養生

（様式－６）

橋梁名 ○○○○橋 隅角①

　　　　　　点検記録

点検位置

- 37 - （様式１～４とは別の例である）


